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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下に

おける抗原定性検査キットの取扱いについて 

 

平素より本県の薬務行政について、御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、新型コロナウイルス及びインフルエンザウイルスの両抗原を検出できる医療

用抗原定性検査キット（以下「医療用同時検査キット」という。）の薬局における販売

が、医療ひっ迫を避けるための特例的な対応として認められたほか、新型コロナウイ

ルス及びインフルエンザウイルスの両抗原を検出できる一般用抗原定性検査キット

（以下「一般用同時検査キット」という。）が製造販売されることとなったことを踏ま

え、厚生労働省から別添のとおり以下の事務連絡が発出されましたのでお知らせしま

す。 

 

 「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬

局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」（令和４年１２月９日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課及び

同局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡。以下「取扱事務連絡」という。） 

 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における一般

用新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗原定性検査キットの販売時に

おける留意事項について」（令和４年１２月９日付け厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課、同局医療機器審査管理課、同

局医薬安全対策課及び同局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡） 

 

つきましては、下記のとおり薬局及び店舗販売業において抗原定性検査キットを販

売するに当たっての留意点をまとめましたので、御了知いただくとともに、貴会会員



に対して周知されるようお願いします。 

なお、本通知は令和５年１月２３日から適用し、以下の通知は同日付けで廃止しま

す。 

 

・ 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取

扱いについて」（令和３年１０月１８日付け３薬第１７２５号福岡県保健医療介護

部長通知） 

・ 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キット

の取扱いについて」（令和４年３月３１日付け３薬第３６６７号福岡県保健医療介

護部長通知） 

・ 「新型コロナウイルス感染症流行下における新型コロナウイルス感染症抗原定性

検査キットの取扱いについて」（令和４年９月８日付け４薬第１７３９号福岡県保

健医療介護部長通知） 

・ 「新型コロナウイルス感染症流行下における新型コロナウイルス感染症抗原定性

検査キットの取扱いについて」（令和４年９月２２日付け４薬第１８５４号福岡県

保健医療介護部長通知） 

 

記 

 

１ 医療用新型コロナウイルス抗原定性検査キット（薬局に限る。）及び一般用新型

コロナウイルス抗原定性検査キットの購入者に対しては別添１－１（福岡県版）を、

医療用同時検査キット（薬局に限る。）及び一般用同時検査キットの購入者に対し

ては別添１－２（福岡県版）を用い、抗原定性検査キットの特性や検査の実施方法

等の説明を行うこと。説明後、購入者が説明の内容を理解したことを確認した上で

販売すること。 

併せて別添２「購入した抗原定性検査キットで新型コロナウイルス抗原陽性とな

った場合の対応方法」を配布すること。 

 

２ 医療用新型コロナウイルス抗原定性検査キット及び医療用同時検査キットを販

売する場合において、適切な使用説明書等がない場合には、取扱事務連絡の別添２

の「２ 使用にあたって」及び「３ 一般的な検査手順と留意点」を用いて検査手

順の説明をして差し支えないこと。 

問合せ先：福岡県保健医療介護部薬務課監視係 
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